
田川市個人設置・公的管理型浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱 

 

平成５年３月１５日 

告 示 第 ６ 号 

 

最終改正 令和３年８月告示第１７７号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止、公衆衛生の

向上及び生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田川市補助金交付規則（平成９

年規則第１４号）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において「浄化槽」とは、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」

という。）第２条第１号に規定する浄化槽で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 

⑴ 法第４条第１項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準に適合して

いること。 

⑵ 浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領（全国浄化槽推進市町村協議会要領。以下

「要領」という。）の登録の対象となる浄化槽にあっては、要領第５条第２項の規定

により登録された浄化槽であること。 

⑶ 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針（平成４年１０月３０日衛浄第

３４号。以下「国庫補助指針」という。）が適用される浄化槽にあっては、国庫補助指

針に適合していること。 

２ この告示において「専用住宅」とは、主に居住の用に供する建物又は延床面積の２分

の１以上を居住の用に供する建物をいう。 

３ この告示において「単独浄化槽」とは、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生

省令第１７号）第１条第３号に規定するみなし浄化槽をいう。 

４ この告示において「くみ取便槽」とは、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第２９条に規定するくみ取便所の便槽をいう。 

５ この告示において「転換」とは、単独浄化槽又はくみ取便槽（いずれも平成３１年３月

３１日までに設置されたものに限る。）の使用を廃止し、その代替となる浄化槽を設置す



る（建物の改修又は増築による場合のほか、建て替えであっても、既設の建物と新設の

建物の全部又は一部の位置が一致する場合を含む。）ことをいう。 

６ この告示において「処分」とは、転換に伴う単独浄化槽又はくみ取便槽の汚泥処理（く

み取り）、清掃、消毒、撤去、運搬及び最終処分をいう。 

７ この告示において「配管」とは、生活排水を浄化槽本体に流入させ、又は浄化槽本体で

処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管きょ、ポンプ設備及びますをい

う。 

（補助対象区域） 

第３条 補助金の交付の対象となる区域は、市内の全ての区域（田川市汚水処理施設条例

（平成１５年条例第９号）及び田川市星美台汚水処理場条例（平成１５年条例第１０号）

に定める汚水処理施設の処理区域を除く。）とする。 

 （補助対象浄化槽） 

第４条 補助金の交付の対象となる浄化槽は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 浄化槽からの放流水の総窒素濃度が１リットルにつき２０ミリグラム以下又は総燐
りん

濃度が１リットルにつき１ミリグラム以下の機能を有するもの 

⑵ 浄化槽からの放流水の総窒素濃度が１リットルにつき２０ミリグラム以下及び総燐
りん

濃度が１リットルにつき１ミリグラム以下の機能を有するもの 

⑶ 浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値が１リットルにつき５ミ

リグラム以下及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの

放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的

酸素要求量の数値で除して得た割合が９７パーセント以上の機能を有するもの 

（補助金の交付） 

第５条 市長は、前２条の規定に基づき、次に掲げる者であって、次項に掲げる要件を満

たすものに対して、補助金を交付する。 

 ⑴ 専用住宅に１０人槽以下の浄化槽を設置しようとする者 

 ⑵ 転換をしようとする者 

２ 補助金の交付の要件は、次のとおりとする。 

 ⑴ 田川市浄化槽の普及等の推進に関する条例（平成３０年条例第１６号。以下「条例」

という。）第１１条第１項に規定する浄化槽工事業者名簿に登録された浄化槽工事業者

が施工し、かつ、条例第１０条第１項に規定する技術講習会（直近のものに限る。以下



同じ。以下「技術講習会」という。）を受講した浄化槽設備士が実地に監督する浄化槽

の設置工事を行うこと。 

 ⑵ 別に定める浄化槽設置工事基準に適合すること。 

 ⑶ 福岡県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和６０年福岡県条例第３１号）

第２条の規定による登録を受けた浄化槽保守点検業者の従業員であって、技術講習会

を受講したものに浄化槽の保守点検を行わせること。 

 ⑷ 田川地区広域環境衛生施設組合による浄化槽清掃業の許可を受けた浄化槽清掃業者

の従業員であって、技術講習会を受講したものに浄化槽の清掃を行わせること。 

 ⑸ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者と浄化槽の保守点検、清掃及び定期検査に

関する一括契約（以下「一括契約」という。）を締結すること。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者（第４号及び第５号に

ついては、同一世帯の者を含む。）に対しては、補助金を交付しない。ただし、第２号及

び第３号の規定の適用については第１項第１号に掲げる者に限る。 

⑴ 法第５条第１項に基づく設置の届出又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項に基づく確認の申請を行わずに浄化槽を設置する者 

⑵ 浄化槽を設置しようとする建物の所有権を有しない者 

⑶ 販売又は賃貸を目的とした専用住宅に浄化槽を設置する者（転換の場合を除く。） 

⑷ 市税を滞納している者 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若し

くは社会的に非難される関係を有する者 

⑹ その他市長が不適当と認める者 

（補助金額） 

第６条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第１の人槽の

欄の区分に応じ、同表の補助金限度額の欄に定める金額を限度とする。 

２ 転換の場合にあっては、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額

を限度として前項の補助金額に加算する。 

３ 前項の場合において、各区分の加算金額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 



（補助金交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の対象となる事業（以下「補

助事業」という。）の着工の１０日前までに、補助金交付申請書兼誓約（宣誓）書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

⑴ 法第５条第２項の期間を経過した浄化槽設置届出書の写し（浄化槽設置届出受理書

の写しを添付すること。）又は建築基準法第６条第４項の規定による確認済証の写し 

⑵ 設置場所の位置図及び建物の平面図（延床面積及び用排水配管の分かるもの。転換

に係る申請にあっては、既設の単独浄化槽又はくみ取便槽の位置を記載すること。） 

⑶ 工事内容及び工事費が確認できる書類 

⑷ 市税の滞納のない証明書 

⑸ 登記事項証明書、固定資産税評価証明書の写し等所有者を明らかにする書類 

⑹ 土地を借りている者は、土地所有者の同意書 

⑺ 要領の対象となる浄化槽にあっては、要領第１２条に規定する登録浄化槽管理票（Ｃ

票）及び同票の写し 

⑻ 型式適合認定書別添仕様書及び図面等の放流水質が確認できる書類 

⑼ 転換の場合にあっては、建築確認申請書の副本の写し等のくみ取便槽の設置時期が

確認できる書類 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の補助金交付申請書兼誓約（宣誓）書の提出があったときは、速やか

にその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定

通知書（様式第２号）により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通

知書（様式第３号）によりそれぞれその旨を通知する。 

（変更等承認申請書） 

第９条 前条第２項の規定により補助金交付決定通知を受けた者（以下「補助対象者」と

いう。）が、補助金の申請内容を変更（工期の変更を含む。）し、又は補助事業を廃止しよ

うとするときは、変更等承認申請書（様式第４号）を市長に提出しその承認を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の変更等承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し



て、承認することとした者に対しては変更等承認通知書（様式第５号）により、承認しな

いこととした者に対しては変更等不承認通知書（様式第６号）によりそれぞれその旨を

通知する。 

３ 補助対象者は、補助事業が当該年度内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに（年度末にあっては当該年度の３月３

１日までに）実績報告書（様式第７号）に次の書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

⑴ 浄化槽設置状況検査依頼書（検査手数料の払込受付証明書が貼付されたもの）の写

し 

⑵ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者と一括契約を締結したことがわかる業務委

託契約書の写し 

⑶ 浄化槽工事完了届出書の写し（浄化槽工事検査報告書の写しを添付すること。） 

⑷ 浄化槽使用開始報告書の写し 

⑸ 転換に係る申請にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号）第１２条の３第１項に規定する産業廃棄物管理票の写し 

⑹ 浄化槽設置工事写真集（転換に係る申請にあっては、転換作業の状況を示す写真を

添付すること。） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（交付額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が

補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交

付額を確定し、補助金交付確定通知書（様式第８号）により、速やかに補助対象者にその

旨を通知する。 

２ 市長は、前項の規定により確定した補助金の交付額が、第７条第２項の規定により通

知した交付決定金額（第９条第１項の規定に基づき変更の承認をした場合にあっては、

同条第２項の規定により通知した額）と同額であるときは、前項の規定による通知を省

略することができる。 

（補助金の請求、交付） 



第１２条 市長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書（様式

第９号）による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。 

２ 補助対象者は、前項の規定により請求する補助金の受領を委任することができる。 

（補助金交付の取消し） 

第１３条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又

は一部の交付を取り消すことができる。 

⑴ 第５条第１項又は第２項の規定に該当しないこととなったとき。 

⑵ 不正の手段により補助金を受けたとき。 

⑶ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑷ 補助金交付の条件に違反したとき。 

⑸ 法第１０条及び第１１条の規定に反し、適正に保守点検、清掃又は定期検査を実施

しなかったとき。 

⑹ 一括契約を継続しないとき。 

⑺ その他この告示に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助金交付取消通知書

（様式第１０号）により、速やかに補助対象者にその旨を通知する。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付を取り消したときは、補助金返還命令書（様式第１１号）

により、補助対象者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることが

できる。 

（工事の確認） 

第１５条 市長は、補助事業を適正に執行するため、職員をして浄化槽の設置工事等の状

況を実地において確認する。 

（適用除外） 

第１６条 この告示は、国及び地方公共団体が設置する浄化槽には適用しない。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則（平成５年３月１５日告示第６号） 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 田川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（平成４年告示第１０号）は、廃



止する。 

   附 則（平成９年３月３１日告示第１５号） 

 この要綱は、平成９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、改正後の田川市

合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以降に申請された補助金に

ついて適用し、施行日前に申請された補助金については、なお、従前の例による。 

   附 則（平成９年５月６日田環環第３６号） 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１０年３月２５日告示第１７号） 

 この要綱は、平成１０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、改正後の田川

市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請された補助金

について適用し、施行日前に申請された補助金については、なお、従前の例による。 

   附 則（平成１５年３月４日告示第１０号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１６年３月３０日告示第２５号） 

 この告示は、平成１６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行し、改正後の田川

市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請された補助金について適用

し、施行日前に申請された補助金については、なお従前の例による。 

   附 則（平成１７年４月６日告示第１８号） 

 この告示は、公布の日から施行し、改正後の田川市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規

定は、施行日以後に申請された補助金について適用し、施行日前に申請された補助金につ

いては、なお従前の例による。 

   附 則（平成１８年６月２日告示第６２号） 

 この告示は、平成１８年６月２日（以下「施行日」という。）から施行し、改正後の田川

市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に申請された補助金について遡及

して適用し、施行日前に申請された補助金については、なお従前の例による。 

   附 則（平成１９年７月２０日告示第６４号） 

 この告示は、公布の日から施行し、改正後の田川市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規

定は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２０年３月３日告示第２３号） 

 この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 



   附 則（平成２１年７月２７日告示第７２号） 

 この告示は、公布の日から施行し、改正後の田川市浄化槽設置整備事業費補助金交付要

綱の規定は、平成２１年度の田川市浄化槽設置整備事業費補助金の交付から適用する。 

   附 則（平成２５年１月１７日告示第９号） 

 （施行期日等） 

１ この告示は、公表の日から施行する。ただし、第４条及び第５条の改正規定は、平成２

５年４月１日から施行する。 

２ この告示による改正後の田川市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱第４条及び第５

条の規定は、平成２５年度の田川市浄化槽設置整備事業費補助金の交付から適用する。 

   附 則（平成２９年４月１日告示第９４号） 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行し、改正後の田川市浄化槽設置整備事業費補

助金交付要綱の規定は、平成２９年度から平成３１年度までの田川市浄化槽設置整備事業

費補助金の交付に適用する。 

附 則（平成３１年３月１８日告示第４３号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行し、改正後の田川市浄化槽設置整備事業費補

助金交付要綱の規定は、平成３１年度からの田川市浄化槽設置整備事業費補助金の交付に

ついて適用する。 

附 則（令和２年１月１日告示第１２５号） 

この告示は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日告示第４３号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日告示第３０号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第６条関係） 

転換以外の場合の補助金額 

人 槽 補助金限度額 

５人 ３３２，０００円 

６及び７人 ４１４，０００円 

８人から１０人まで ５４８，０００円 

転換の場合の補助金額 

人 槽 補助金限度額 

５人 ８３２，０００円 

６及び７人 ９１４，０００円 

８人から１０人まで １，０４８，０００円 

１１人から２０人まで １，４３９，０００円 

２１人から３０人まで １，９７２，０００円 

３１人から５０人まで ２，５３７，０００円 

５１人以上 ２，８２６，０００円 

別表第２（第６条関係） 

単独浄化槽からの転換の場合における加算金額 

区 分 加算金限度額 

単独浄化槽の処分に要する費用 ９０，０００円 

配管設置工事に要する費用 ３００，０００円 

くみ取便槽からの転換の場合における加算金額 

区 分 加算金限度額 

くみ取便槽の処分に要する費用 ６０，０００円 

配管設置工事に要する費用 １４０，０００円 

 

 

 

 



 



 

１

をもって解決します。

２

及び清掃については、専門業者に委託します。

３

検査結果書の写しを速やかに市に提出します。

４ 行政指導に対しては、誠意をもって対応します。

５ 浄化槽の排水の取水調査等に際し、市の職員が敷地に立ち入ることを承諾します。

６

る工事基準を遵守して施工します。

7 住宅用途の建物に浄化槽を設置する場合は、国庫補助基準に適合した浄化槽を設

　置します。

※　補助金の交付の対象となる住宅に居住する全ての世帯員を記載すること。

【 誓 約 事 項 】

私が設置する浄化槽に係ることで苦情又は紛争があった場合は、当事者間で責任

浄化槽の使用に当たっては、法令等を遵守することはもちろんのこと、保守点検

浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）等の規定に基づく水質に関する検査実施後、

浄化槽工事に際しては、国が定める浄化槽工事の技術上の基準及び田川市が定め

生年月日 　・　　・ 生年月日 　・　　・

生年月日 　・　　・ 生年月日 　・　　・

生年月日 　・　　・ 生年月日 　・　　・

世帯主
生年月日 　・　　・ 生年月日 　・　　・

世 帯 の 状 況

続 柄 氏名 年 齢 続 柄 氏名 年 齢

交付額

限度額 90,000円 300,000円 60,000円 140,000円

契約額

（裏）

単独浄化槽又はくみ取便槽からの転換の場合（交付申請額算定）

項目
浄化槽

設置費①

単独

処分費②

単独配管

設置費③

くみ取

処分費④

くみ取配管

設置費⑤

交付申請額
①+②+③+④+⑤

※　各項目の契約額が限度額未満の場合は、契約額の１，０００円未満を切り捨てた額が交付額となる。

※　契約額と限度額を比較していずれか少ない額を交付額とする。



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 



 

  



 



 

  



 


